
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
環
境
対
策
課
）　

　

一

 
告

示

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
平
成
二
十
四
年
に
お
け
る
主
要
農
作
物
の
原
種
の
価
格 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　

　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

二

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

三

 
規

則

　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号

　
　
　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

　

（
土
石
採
取
場
の
新
設
の
事
業
に
関
す
る
特
例
）

４　

第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し

た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
か
ら

の
復
興
の
た
め
に
県
又
は
市
町
村
が
行
う
事
業
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す

る
復
興
交
付
金
そ
の
他
の
復
興
庁
の
予
算
に
計
上
さ
れ
、
か
つ
、
国
か
ら
県
又
は
当
該
市
町
村
に
交
付
さ
れ
る
給
付

金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
に
限
る
。
以
下
「
復
興
事
業
」
と
い
う
。）
に
使
用
す
る
土
石
（
別
表
第
一
の
十
の

項
イ
に
規
定
す
る
土
石
を
い
う
。）
を
供
給
す
る
目
的
で
行
う
土
石
採
取
場
（
同
項
イ
に
規
定
す
る
土
石
採
取
場
を

い
い
、
県
又
は
当
該
市
町
村
が
新
設
し
、
及
び
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
新
設

の
事
業
（
当
該
土
石
採
取
場
の
面
積
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
七
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
県
又
は
当
該
市
町
村
が
知
事
に
届
出
を
し
た
も
の
（
以
下
「
復
興
事
業
に
係
る
土
石
採

取
場
新
設
事
業
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
と
す
る
。

５　

附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
三
項
第
一
号
中

「
復
興
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
復
興
整
備
事
業
」
と
あ
る
の
は
、「
復
興
事
業
に
係
る
土
石
採
取
場
新
設
事
業
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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名　
　
　

称

石
巻
赤
十
字
病
院

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一

番
地

認
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年
五
月
十

五
日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
七
年
五
月
十

四
日

事　
業　
所　
番　
号

設　
置　
者　
名

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
年
月
日



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
一
号

　

主
要
農
作
物
原
種
配
付
規
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
配
付
す

る
原
種
の
価
格
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴
瀬
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、　

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

大　
　

内　
　
　
　
　

仁　
　
　

　

一　

就
任
し
た
者

 

二　

退
任
し
た
者
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〇
四
一
一
三
〇
〇
三
二
〇

社
会
福
祉
法
人
栗
原

秀
峰
会

変
更
前

変
更
後

す
ぷ
り
ん
ぐ

栗
原
市
若
柳
字
川
北
片
町
三

す
ぷ
り
ん
ぐ

栗
原
市
若
柳
字
川
北
中
町
七

十
三
番
一

平
成
二
十
四
年

九
月
一
日

原

種

の

種

類

麦
類　

小
麦

麦
類　

大
麦

原
種
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
価
格

 

二
百
三
円

 

二
百
十
一
円

就

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

氏　
　
　

名

横　

山　
　
　

徹

梅　

森　

勤　

一

内　

海　

行　

悦

小

野

幸

男

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

東
松
島
市
川
下
字
茗
荷
沢
百
六
番
地 

東
松
島
市
上
下
堤
字
中
谷
地
六
十
九
番

地 東
松
島
市
大
塚
字
大
塚
十
番
地 

東
松
島
市
宮
戸
字
二
ツ
橋
一
番
地

宮
戸
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド　

応
急
仮
設
住

宅
四
の
一
号
室

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

氏　
　
　

名

横　

山　
　
　

徹

小　

野　

幸　

男

八　

木　

登
喜
雄

佐
々
木　

勝　

美

安　

倍　

民　

夫

相

澤

幸

悦

土　

井　

敏　

暉

成　

澤　

正　

己

千　

葉　

久　

馬

浅　

野　

喜
代
志

阿　

部　

勝　

夫

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

東
松
島
市
川
下
字
茗
荷
沢
百
六
番
地

東
松
島
市
宮
戸
字
大
浜
二
番
地

東
松
島
市
小
野
字
町
六
十
六
番
地

東
松
島
市
牛
網
字
新
下
村
松
十
六
番
地

東
松
島
市
浜
市
字
中
谷
地
一
番
地
五
十
一

東
松
島
市
根
古
字
後
田
二
十
七
番
地

東
松
島
市
上
下
堤
字
入
沢
五
十
九
番
地

東
松
島
市
浅
井
字
高
田
六
十
六
番
地
一

東
松
島
市
牛
網
字
平
岡
三
十
九
番
地
一

東
松
島
市
上
下
堤
字
平
崎
前
六
十
五
番
地

東
松
島
市
牛
網
字
南
大
浮
足
二
十
八
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日 

八　

木　

登
喜
雄

佐
々
木　

勝　

美

安　

倍　

民　

夫

相　

澤　

幸　

悦

浅　

野　

喜
代
志

櫻　

井　

秀　

昭

安　

積　

雅　

隆

東
松
島
市
小
野
字
町
六
十
六
番
地 

東
松
島
市
牛
網
字
新
下
村
松
十
六
番
地

東
松
島
市
浜
市
字
中
谷
地
一
番
地
五
十

一 東
松
島
市
根
古
字
後
田
二
十
七
番
地 

東
松
島
市
上
下
堤
字
平
崎
前
六
十
五
番
地

東
松
島
市
浅
井
字
大
栗
五
十
一
番
地 

東
松
島
市
根
古
字
鰹
前
五
十
四
番
地

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事

監　

事



 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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平
成
二
十
四
年
九
月
六
日

川

畑

和

敏

東
松
島
市
大
塚
字
東
名
七
十
番
地

監　

事

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
赤
井
字
舘
前
百
四
十
八
番
三

　

石
巻
市
成
田
字
境
山
畑
九
番
地
二

 

本
田　

秀
一　
　
　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
飯
野
坂
三
丁
目
九
十
三
番
一
、
百
九
十
三
番
及

び
百
九
十
七
番
並
び
に
九
十
三
番
一
地
先
の
水
、
百
九
十

三
番
地
先
の
水
及
び
九
十
三
番
一
地
先
の
道
の
各
一
部

　

大
阪
府
枚
方
市
南
中
振
三
丁
目
二
番
二
十
七
号

 

三
井
倉
庫
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
株
式
会
社


